
消費生活センターについて知ろう!
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消費生活について相談したいときにかける電話番号は？

 ②消費者ホットライン 1
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消費生活センターはこんな所です

●どのような人が対応してくれるのですか？
　A： 国家資格を持った消費生活相談員やそれに準じた専門知

識・技術を持った人が対応します。

●消費生活相談員は、どんな対応をしてくれるのですか？
　A： 消費者関連の法律に基づき、解決のためのアドバイスを

したり、必要に応じて事業者との間に入ってあっせん（解
決のための交渉のお手伝い）を行ったりして被害の回復
を図ります。

●秘密は守られるのですか？
　A： 守秘義務があるので、伺った情報はしっかり守られます。

外には漏れません。

全国の都道府県・市町村に
約800か所あり、各地方公共団体が

設置しています。

ワーク 7  最寄りの消費生活センターを訪問し、消費者被害について調べたり、消費生活相談員から話を聞
いたりしてみよう。

相談は無料

土日祝も
つながります

相談者が送付した申出書面に基づき消費生活相談員と
事業者の2者間で話合いが行なわれることもあります。

クーリング・オフ期間が過ぎてしまっても、困った！と思ったら消費生活センター（☎188）へ

【発展３】
上のマンガでは、消費者が消費生活センターにネットワークビジネスに関する相談をしている。会話から問題点を検討するととも
に、消費生活センターから情報を得るなどして、１コマ目のシーンに関してロール・プレイングのシナリオを作って演じてみよう。
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